
本資料は、原子力専門有識者会合（第２回）における原子力
規制庁からの説明に対する専門有識者等からの質疑及び同庁の
回答の主な内容について、同会合資料２に付記する形式で北海
道がまとめたものです。
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【質問事項】
○ 津波評価の厳格化とあるが、どのような点が変わったのか。

【原子力規制庁に確認した事項】

《新たな規制基準》
○ 津波を発生させる要因として、
・地震
・陸上及び海底での地すべり及び斜面崩壊
・火山現象(噴火、山体崩壊及びカルデラ陥没等)
を考慮し、敷地に大きな影響があると予想される要因を複数選定。
また、これらの要因の組み合わせについて考慮。
津波対策上の十分な裕度を含めるため、波源特性の不確かさの要因（断

層の位置、長さ、幅、走向 等)などを十分に踏まえた上で、適切な手法
を用いて基準津波を策定。

《従来の基準》
地震随伴事象として、極めてまれであるが発生する可能性がある津波による水位

変動等について、適切に評価。

※ は、助言等に対応する規制庁資料の箇所を示す。（北海道が追記・以下同じ）

当該資料について確認した事項
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【質問事項】
○ 津波が来た場合に、防護壁で止めても、取水口から浸水することも考
えられるが、その対策は講じているのか。

【原子力規制庁に確認した事項】
○ 取水口(につながる開口部)にも水を止める壁を造ることを要求してい
る。

当該資料について確認した事項
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【質問事項】
○ なぜ、「12～13万年前の地層又は地形面に、断層活動に伴う『ずれや
変形がない』ことが確認できる場合」に「活断層の可能性がない」と判
断できるのか。

【原子力規制庁に確認した事項】
○ (この時代の)地形に地震によるずれや変形があるかどうかを調べること
により、容易に活断層かどうかの判断ができると考えられており、こうし
た考え方が科学的にも妥当であるため。

当該資料について確認した事項
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【質問事項】
○ 基準地震動とはどのようなもので、安全対策にどのような関連がある
のか。

【原子力規制庁に確認した事項】
○ 発電所内にあるものは、内包する放射性物質の量や壊れたときの影響に
応じて、どのくらいの衝撃に耐えるべきとの基準が作られており、その１
つの目安をなるのが基準地震動。
基準地震動以上のものが一切起こりえないということではないが、それ

を満たしていれば安全性が一定程度確保されるだろうという基準となる地
震動のこと。

【質問事項】
○ 新潟県中越沖地震を踏まえて敷地の地下の３次元構造を把握すること
にしたとのことだが、柏崎刈羽原発において、３次元構造の把握により
（中越沖地震時の）観測波形を説明できたのか。

【原子力規制庁に確認した事項】
○ 新潟県中越沖地震については、旧独立行政法人 原子力安全基盤機構に
おいて解析が行われており、その解析結果では、震源特性、深部地盤等の
影響により地震動が増幅されたものと推定されている。

当該資料について確認した事項
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【質問事項】
○ 津波対策の可搬型電源について、津波が収まらないと建屋に移動でき
ないと考えるが、どのくらいの時間がかかり、その間の電源確保は大丈
夫なのか。

【原子力規制庁に確認した事項】
○ 可搬型電源については、配備に要する時間や、運用する要員等も含め、
有効に機能することを審査で確認している。
実際の配備にどのくらいの時間がかかるかについては、発電所ごとに異

なり、一律には言えないが、その点も審査において確認している。

当該資料について確認した事項
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【質問事項】
○ 屋外放水設備について、ある程度の基数を配備するとのことだが、基
数で規制をかけているのか、性能で規制をかけているのか。

【原子力規制庁に確認した事項】
○ 性能要求であり、何基あればということではなく、それぞれの箇所に合
わせて必要なものを配備。

【質問事項】
○ 敷地外への放射性物質の拡散抑制対策について、具体的にどのような
基準を策定し、事業者が設置する放水設備等がその基準を満たしている
ことをどのように評価しているのか。

【原子力規制庁に確認した事項】
○ 当該規定は、発電所外への放射性物質の拡散を抑制するために必要な設
備をあらかじめ一般的に設置しておくことを求める規定であり、具体的な
基準はない。

当該資料について確認した事項
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【質問事項】
○ 航空機衝突などへの対策について、100ｍ離れた場所に施設を造るこ
ととしているが、どのようなものか。

【原子力規制庁に確認した事項】
○ テロ対策のため、具体的にどのような設備が特定重大事故等対処施設と
して設置されているかの詳細については説明できないが、原子炉施設がテ
ロ等で使えなくなった場合に、バックアップ機能を持たせるもの。

当該資料について確認した事項
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